
独
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政
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人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
及
び
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

目

次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
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抄
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
等
）

第
二
十
二
条

セ
ン
タ
ー
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
投
票
法
第
二
条
に
規
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
係
る
毎
事
業
年
度
の
収
益
（
当
該
事
業
年
度
の
次
に

掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
に
係
る
運
営
費
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。
）
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
の
五

月
三
十
一
日
ま
で
に
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

投
票
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
に
一
か
ら
同
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二

投
票
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
収
入
と
さ
れ
た
金
額

三

投
票
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
債
権
の
消
滅
に
係
る
払
戻
金
等
の
額

四

発
売
金
額
の
う
ち
次
条
の
規
定
に
よ
り
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た
特
別
の
勘
定
に
属
す
る
も
の
の
管
理
に
よ
り
生
じ
た
運
用

利
益
金
に
相
当
す
る
金
額

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
に
規
定
す
る
収
益
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以
後
の
事
業
年
度
に

お
け
る
投
票
法
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
事
業
準
備
金
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
教
育
事
業
等
に
必
要
な
経
費
へ
の
充
当
）

第
三
十
七
条

政
府
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
納
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
教
育
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
事
業
、
自
然
環
境
の
保
全
の
た

め
の
事
業
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
の
事
業
、
ス
ポ
ー
ツ
の
国
際
交
流
に
関
す
る
事
業
等
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
に
必
要
な
経
費
に
充
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

附

則

抄

（
収
益
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
八
条
の
二

第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
中
「
運
営
費
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
費
の
金
額
及
び
投
票
法
第
十
三
条
に
規

定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
の
百
分
の
五
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
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「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
十
七
条
第
一
項
並
び
に
投
票
法
第
二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十

二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
、
投
票
法
第
二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
二
十

二
条
中
「
セ
ン
タ
ー
法
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
セ
ン
タ
ー
法
第
二
十
二
条

第
一
項
」
と
す
る
。

（
特
定
業
務
に
必
要
な
費
用
へ
の
充
当
等
）

第
八
条
の
三

セ
ン
タ
ー
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
票
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票

券
の
売
上
金
額
の
百
分
の
五
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
金
額
（
以
下
「
特
定
金
額
」
と
い
う
。
）
を
、
国
際
的
な

規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
う
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
で
あ
っ
て
緊
急
に
行
う
必
要

が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
業
務
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以
後
の
事
業
年
度
に
お
け
る
特
定
業
務
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
特
定
業
務
特
別
準
備
金
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
区
分
経
理
）

第
八
条
の
四

特
定
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘
定
（
以
下
「
特
定
業
務
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
特
別
の
勘
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
別
の
勘
定
及
び
附
則
第
八

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
業
務
勘
定
」
と
す
る
。

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
）

第
八
条
の
五

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
業
務
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
本
文
の
規
定

に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
翌
事
業
年
度
以
降
の
特
定
業
務
の
財
源
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
長
期
借
入
金
及
び
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
債
券
）



- 3 -

第
八
条
の
六

セ
ン
タ
ー
は
、
特
定
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

３

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

４

セ
ン
タ
ー
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
銀
行
又
は
信
託

会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
償
還
計
画
）

第
八
条
の
七

セ
ン
タ
ー
は
、
毎
事
業
年
度
、
長
期
借
入
金
及
び
債
券
の
償
還
計
画
を
立
て
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
本
金
の
特
例
）

第
八
条
の
八

特
定
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
政
府
」
と
あ
る
の
は
「
政
府

及
び
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
」
と
あ
る
の
は
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
又
は
附
則
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
業
務
に
必
要
な
資
金
」
と
す
る
。

○

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
収
益
の
使
途
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
公
共
団
体
の
出
資
若
し
く
は
拠
出
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
対
す
る
資
金
の
支
給
の
業

務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
支
給
に
充
て
る
金
額
の
総
額
が
セ
ン
タ
ー
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
収
益
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
と
な
る
よ
う
に
す
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る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
）

第
二
十
二
条

セ
ン
タ
ー
は
、
セ
ン
タ
ー
法
第
二
十
二
条
第
一
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
係
る
収
益
金
の
一
部
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。


